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□ ２０１２年給与改定（人事委員会勧告を完全実施）
○給料表の改定（住居手当見直し分を原資として公民較差を解消、残りを職責差により再分配）

勧告どおり、公民較差を解消するため、住居手当の見直しを併せて給料月額の改定を行う。改定幅は、行(一）各級の
最高の改定率・額が、主事0.6％、主任0.7％、係長及び課長補佐0.9％のプラスとなる。
○再任用職員は、マイナス改定

住居手当が支給されていないため、公民較差相当分の引下げを行うとして、改定率は△0.32％のマイナス改定。
○特別給（一時金）は据え置き

民間と均衡しているとして、改定を行わず、据え置き（年3.95月、再任用2.10月）
○業務職給料表（行(二）給料表）は、作成方針に基づき改定
○実施時期

平成24年12月1日からとし、本年4月から11月までの公民較差相当分を解消するため、「所要の調整」を12月期の期末
手当において実施。

□ ２０１２年年末一時金
現行条例・規則どおり、期末手当を１．３７５月、勤勉手当を０．６７５月、合計２．０５月分を、再任用職員につ

いては、期末手当を０．８００月、勤勉手当を０．３２５月、合計１．１２５月分を、１２月１０日に支給。

□ 住居手当の支給を限定
支給対象者については、35歳未満の若年層の借家・借間に居住する世帯主等に限定し、自宅に居住する場合には支給

を廃止する。また、支給額については、（現行8,500円から）15,000円（単身赴任手当支給者は7,500円）へと増額。

□ 退職手当削減
○最高支給月数を現行59.2月から45.0月に削減。定年等退職と普通退職の支給率を一本化。
○調整額ポイントを引き上げ、主事にも付与。

主事：１０ポイント、主任：１５ポイント、係長：２０ポイント、課長補佐：２５ポイント
○実施時期は、本則が平成27年4月1日。
○経過措置は、定年等退職は、①平成25年1月1日～3月31日、②平成25年4月1日～平成26年3月31日、③平成26年4月1日

～平成27年3月31日、④本則までの４段階。この間、支給率は１／４ずつ引下げ。普通退職は、①②まで同様で、本則
平成26年4月1日までの３段階で、この間、支給率を１／３ずつ引下げ。

□ 55歳超職員の昇給抑制
勤務成績に基づく昇給決定について、55歳以上の職員に対する昇給号給数は、｢最上位」２号給、｢上位」１号給、そ

の他は昇給なし。現業系職員の昇給調整措置については、55歳以上職員を除く。
○実施時期は平成２６年４月１日

□ 勤勉手当成績率の適用対象を全職員に拡大
○成績率の加算額原資

ア．係長以上の職員は、勤勉手当0.06月、扶養手当及び下位からの減額分6％。
イ．行政系主任・主事、現業系職員は、勤勉手当0.02月、扶養手当及び下位からの減額分6％。

○成績率の段階
ア．係長以上の職員は、最上位（10％程度）・上位（対象者40％から最上位を除く）・中位・下位の４段階
イ．一般職員は、上位（40％）・中位・下位の３段階

○実施時期は平成２５年６月期の勤勉手当から。
○全職員適用後３年目に、その運用実態について労使で再検証。
○再任用職員については、下記一時金交渉期を目途に引き続き協議。

□ 人事考課制度
○苦情相談事例について、人事制度検討会を活用し、労使で検証。
○相対評価の配分率等の開示。

□ 係長級職昇任選考の本人申込制廃止
○育児・介護等、特に考慮すべき自由を有する場合には申し出ることができる機

会を設ける。
○平成24年度選考から実施。

□ 現業系職員給与任用制度（新たな職の設置）【都労連要求】
○新３級職（仮称：担任技能長）を設置
○資格基準は、５５歳以上６０歳未満とし、認定技能職員を要件とする。
○選考方法は、勤務実績等に基づき職制により選抜。
○職設置の優先度、任用候補者の配置状況、選考の年度間均衡等を考慮しながら、

毎年度の合格者数を決定。
○任用開始時期は、平成２５年４月１日

□ 高齢期雇用制度（雇用と年金の接続）
国の動向が不透明等の要因から、来年の夏季一時金交渉期までに一定の結論が

得られるよう引き続き協議。

□ １時間当たりの給料等の額の算出方法の改正
勤務１時間当たりの給料等の額に算入する手当から住居手当を除外する。

賃金闘争特集号
１２年賃金確定闘争の主な到達点について

2012年11月15日（木）発行の経済支部

ニュース第16号（賃金闘争特集号）の記

載に間違いがありました。

組合員の皆さんにお詫びするとともに、

以下のとおり訂正させていただきます。

１面「現業系人事制度」

「限定技能職員」⇒「認定技能職員」

２面中段表中「退職手当」

国の最高支給月数（改定後）

「４９．５２月」⇒「４９．４９月」

２面下段「経過措置」の妥結結果

「1/3ずつ逓減」⇒「1/4ずつ逓減」

「1/3ずつ加算」⇒「1/4ずつ加算」

お詫びと訂正
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